
注記 

 

１．重要な会計方針 

 （１）賞与引当金の計上基準 

    期末手当計算期間のうち未払期間（１２月～３月）分について、  

    理事会で決定した支給率によって計上する。 

 （２）退職給与引当金の計上基準 

    民間社会福祉事業従事者年金共済（横浜市社会福祉協議会）への  

    事業主掛金分を計上する。 

 （３）固定資産の減価償却の方法     定額法 

  

２.  基本財産（建物）の減少 

   減価償却による減少額         71,208,604 円 

 

   

 

 

 

以上 


